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「ラッピングクリエーター」認定規程 

 
 

（目  的） 
第１条 ラッピングクリエーター認定規程（以下「認定規程」という。）は、衛生分野、

家政服飾分野、商業実務分野、文化教養分野に関する産業の販売サービス技術や店

舗デスプレイの演出技術を向上させ、もって、国民の美的感覚の発達や関連産業の

振興に寄与する為、その技能を審査し、ラッピングクリエーターの登録及び認定証

に係わる事項を定めることを目的とする。 
 
（名  称） 
第２条 この認定規程に基づいて、登録する名称は「ラッピングクリエーター」とす

る。 
 
（認  定） 
第３条 この認定規程について「ラッピングクリエーター」とは、次の各号に該当す

る者に対し、公益社団法人全国調理職業訓練協会会長（以下「会長」という。）が認

めた者とする。 
２ 認定施設において、３級の規定教科（別に定める）を習得し、会長より委託を受

けて実施する評価テストで合格と認めた者は「ラッピングクリエーター３級」とす

る。 
３ ラッピングクリエーター３級の資格取得者が、認定施設において実施する２級の

規定教科（別に定める）を習得し、合格と認めた者は「ラッピングクリエーター２

級」とする。 
４ ラッピングクリエーター２級の資格取得者で、認定施設において実施する１級の

規定教科（別に定める）を取得し、合格と認めた者は「ラッピングクリエーター１

級」とする。 
５ ラッピングクリエーター１級の資格取得者で、認定施設及び公益社団法人全国調

理職業訓練協会（以下「協会」という。）において実施する助教員研修修了者は「ラ

ッピングクリエーター助教員」とする。 
６ ラッピングクリエーター助教員の資格取得者で、認定施設及び協会において実施

する教員研修修了者は「ラッピングクリエーター教員」とする。 
７ ラッピングクリエーター教員の資格取得者で、教員としての実績及び協会への貢

献度等により会長に認められた者は指導者研修を修了することで「ラッピングクリ

エーター指導者」とする。 
 
（認定施設） 
第４条 「ラッピングクリエーター」の認定施設は、協会の正会員施設及び関連する

附属施設並びにラッピングクリエーター教育訓練の実施を希望する任意の施設であ

って、協会が指定した施設とする。 
２ 施設の認定のための条件については、別に定める。 
３ 施設の認定のための費用は、会員と非会員で異なることとし、額については、別

に定める。 
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（認定証種類） 
第５条 ラッピングクリエーター認定証は、指導者、教員、助教員、１級、２級及び

３級とする。 
２ 書式は、別に定める。 
 
（認定申請） 
第６条 「ラッピングクリエーター」の認定申請は、協会指定の認定施設の長が認め

た者に対して行うものとする。 
 
（審  査） 
第７条 「ラッピングクリエーター」の審査は、前条の申請に基づき協会の資格認定

委員会が行うものとする。 
 
（認定者登録台帳） 
第８条 会長は、前条の審査の結果に基づき、申請関係事項を認定者登録台帳に登録

するものとする。 
２ 認定証登録番号には、申請地の都道府県番号を冠する。 
３ 都道府県番号は、別に定めるところによる。 
 
（登録事項） 
第９条 認定者登録台帳に登録する事項は、次のとおりとする。 
  （１） 登録番号及び登録年月日 
  （２） 認定申請施設名及び交付年月日 
  （３） 認定登録証の取消し、書換交付、再交付に関する事項 
 
（認定証の交付） 
第１０条 会長は、前２条の登録を完了したときは、「ラッピングクリエーター認定証」

を交付するものとする。 
２ 認定証の書式については、別に定める。 
 
（登録事項の訂正・書換及び認定証の再交付） 
第１１条 認定証の交付を受けたラッピングクリエーターが、登録された事項に変更

を生じたときは、最初に申請した施設の長を経由して、訂正・書換の事実を証明す

る書類を添えて、会長に申請するものとする。 
２ 会長は、登録事項の訂正・書換交付の申請があったときは、認定者登録台帳にそ

の理由及び年月日を登録し、書換認定証を交付するものとする。 
３ 会長は、認定証の再交付申請があったときは、認定者登録台帳にその理由及び年

月日を登録し、認定証を再交付するものとする。 
 
（登録及び申請料） 
第１２条 「ラッピングクリエーター」の認定登録等申請にかかる費用は、別に定め

る。 
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（その他の事項） 
第１３条 この規程の実施について必要な事項は、協会の理事会で定める。 
 
第１４条 「ラッピングクリエーター」規定教科については、別に定める。 
 
（規程の改正） 
第１５条 この規程の改正については、理事会の議決を経て定める。 
 
 
附則 
  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める公益社団法人の設立の登記の

日から施行する。 
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別紙     「ラッピングクリエーター」認定資格 
認定の対象となる者 認定の範囲 

 
１ 

 
 ラッピングクリエーター教員の資格取得者で、教

員としての実績及び協会への貢献度等により協会に

認められた者 
 

 
協会会長が認める者 

 
「ラッピングクリエータ

ー指導者」付与 
 

 
２ 

 
 ラッピングクリエーター助教員の資格取得者で、

認定施設及び協会において実施する教員研修修了者

 
 

 
協会が実施する講習の履

修 
 
「ラッピングクリエータ

ー教員」付与 
 

 
３ 

  
ラッピングクリエーター１級の資格取得者で、認

定施設及び協会において実施する助教員研修修了者

 
協会が実施する講習の履

修 
 
「ラッピングクリエータ

ー助教員」付与 
 

 
４ 

 
 ラッピングクリエーター２級の資格取得者で、１

級の規定教科を習得し、協会会長より委託を受けて

実施する評価テストに合格した者 

 
 協会の指定施設が実施

する講習の履修 
 
「ラッピングクリエータ

ー１級」付与 
 

 
５ 

 
 ラッピングクリエーター３級の資格取得者で、２

級の規定教科を習得し、協会会長より委託を受けて

実施する評価テストに合格した者 

 
 協会の指定施設が実施

する講習の履修 
 
「ラッピングクリエータ

ー２級」付与 
 

 
６ 

 
 ３級の規定教科を習得し、協会会長より委託を受

けて実施する評価テストに合格した者 
 

 
 協会の指定施設が実施

する講習の履修 
 
「ラッピングクリエータ

ー３級」付与 
 

 


